
苫小牧市監査委員告示第２号

令和６年度苫小牧市定期監査、行政監査及び財政援

助団体等監査の結果に基づき講じた措置の公表につ

いて

 令和６年度苫小牧市定期監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結

果に基づき講じた措置について、地方自治法第１９９条第１４項の規定

により、令和８年３月２４日付けで苫小牧市長から、また、同月２７日

付けで苫小牧市教育長から別添のとおり通知があったので、同項及び苫

小牧市監査委員条例第６条の規定により公表する。

   令和８年３月３１日

苫小牧市監査委員  斉 藤 和 典

苫小牧市監査委員 神 山 哲太郎
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別紙  指摘に基づき講じた措置 

１ 財政援助団体等事務 

指摘事項 （１）業務委託契約における再委託の承諾を得ていなかったもの 

是正、改善等を

要する事項 

財政援助団体である苫小牧市学校給食会（以下「学校給食会」とい

う。）は、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済給付制度に係

る保護者負担金（以下「保護者負担金」という。）の収納代行業務委

託契約を教育委員会と締結しているが、再委託の承諾を得ていないも

のが見られた。 

この契約は、学校給食会が、５月分の給食費と合わせて、保護者負

担金の収納代行業務を行うものである。 

この委託業務を再委託する場合は、あらかじめ委託者である教育委

員会の承諾を得る必要があると契約書に記載されているが、学校給食

会から給食費集金業務の一部を委託されている受託者が、保護者負担

金を収納していたにもかかわらず、学校給食会は、教育委員会の承諾

を得ていなかった。 

法令等を遵守し、適正に契約事務を執行する必要がある。 

指摘に対する

措置 

【教育部 苫小牧市学校給食共同調理場】 

苫小牧市学校給食会における独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター共済給付制度に係る保護者負担金の収納業務については、令和７

年４月からは業務委託ではなく、労働者派遣法に基づく職員派遣に変

更したため、業務委託における再委託の承諾は不要となった。 

また、令和７年１２月に担当グループにて研修を行い、業務委託に

おいて再委託が必要となる場合等について改めて確認し、法令等の遵

守について、再発防止を図った。 

２ 財政管理事務 

指摘事項 （２）理科薬品等の管理を適正に行うべきもの 

是正、改善等を

要する事項 

一部の小中学校において、北海道教育委員会が定めた理科薬品等の

取扱いに関する手引（以下「手引」という。）に沿った管理や定期的

な点検が行われていないもの、受払・点検記録簿への記載漏れや記載

誤りが見られた。 

指摘に対する

措置 

【教育部 各小中学校】 

令和７年５月に市内小中学校長に対して、北海道教育委員会が定め

た「理科薬品等の取扱いに関する手引き」に沿った薬品管理や定期的

な点検など学校全体に適正な管理を徹底して行うよう通知するとと

ともに、薬品等の適正管理について、指摘のあった市内小中学校６校

に対して実地確認を実施した。 

また、市内小中学校に対し、不要薬品の調査を行い、処分を行った。
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是正、改善等を

要する事項 

 実地監査において、理科薬品を実測する際に用いる計量器が故障し

ており、正確に測定できないことを把握しているにもかかわらず、計

量が行われていたものが見られた。 

 薬品の管理は、おろそかにすると盗難や紛失、児童・生徒の負傷等

の重大な事故につながりかねないことから、速やかに検証を行い、適

正な管理を徹底するべきである。 

指摘に対する

措置 

【教育部 沼ノ端中学校】 

計量器については、故障したものを処分、新しい計量器を購入し正

確に計量を行った。 

また、令和７年５月に市内小中学校長に対して、北海道教育委員会

が定めた「理科薬品等の取扱いに関する手引き」に沿った薬品管理や

定期的な点検など学校全体に適正な管理を徹底して行うよう通知す

るとともに、薬品等の適正管理について、指摘のあった市内小中学校

６校に対して実地確認を実施した。 

指摘事項 （３）物品の管理事務を適正に行うべきもの 

是正、改善等を

要する事項 

実地監査において、重要な物品（苫小牧市物品会計規則（平成 26

年規則第 1号。以下「物品会計規則」という。）第 31 条第２項に定め

られた、価格が 50 万円以上の車両、機械器具その他の物品をいう。）

及び備品について備品出納簿（以下「出納簿」という。）と照合した

結果、出納簿に記載されているにもかかわらず、所在が確認できない

など、適正に管理されていないものが見られた。 

重要な物品に関しては、決算関係書類である財産に関する調書に年

度末現在高の記載が求められており、決算の正確性にも影響を及ぼす

ため、適正な管理に努めるべきである。 

指摘に対する

措置 

【教育部 糸井小学校、沼ノ端中学校】 

 備品等の適正管理について、今後、市教委では隔年で実地確認する

ことを、市内小中学校長に令和７年４月に通知した。 

また、令和７年８月５日から８日の期間において、市内小中学校６

校に対し、備品及び重要な物品について、出納簿との確認による、実

地検査を行った。 

 市教委としては、今回の指摘を受け、市内小中学校長に対し、今後、

備品出納簿と備品及び重要な物品との整合性を図り、適正な管理に努

めることについて、周知徹底を行った。 
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指摘事項 （４）郵便切手の管理を適正に行うべきもの 

是正、改善等を

要する事項 

 郵便切手は、各小中学校で使用する分を直接購入して郵便切手受払

簿で管理しているが、残数を超える払出しがあった。 

 私物の郵便切手を用いるなど、一時的に立替使用がされていたもの

であるが、郵便切手は金券と同様であり、公金として取り扱う必要が

あることから、適正な管理に努めるべきである。 

指摘に対する

措置 

【教育部 明倫中学校、植苗小中学校】 

郵便切手の適切な管理について、市教委より市内小中学校長に対

し、今後、郵便切手を払い出す際は、必ず管理職が切手受払簿と切手

の現物を確認し、残数を照合すること、また、担当職員による立て替

え払いを禁止することを、令和７年５月に通知した。 

また、令和７年８月５日から８日の期間において、市内小中学校６

校に対し、郵便切手の管理状況について、受払簿と現物残数との確認

による、実地検査を行った。 

市教委としては、今回の指摘を受け、市内小中学校長に対し、今後、

郵便切手受払簿と郵便切手の現物残数との整合性を図り、適正な管理

に努めることについて、周知徹底を行った。 


